
案件名称 案件名称 2025年日本国際博覧会　営業参加 追加フードトラック公募

整理番号 事業種類 質問内容 回答内容

1 追加フードトラック
2台での営業と記載されていますが、2台は別々の業態である必要がありますか？またその様な場合、
例などごがあればご教示下さい。

別々の業態である必要はございません。ただし、「魅力的かつ適切なメニュー、商品の構成がされているか。」、「来場
者の飲食ニーズに十分に応えられる拠点ごとのメニュー構成などの提案がされているか。」等は審査基準となってお
ります。

2 追加フードトラック 開催予定の国際展覧会での参加を希望したいのですがすでに締め切っておられますでしょうか？
応募期間は２０２５ 年１月９日（木）～２０２５年 １月２７日（月）となります。
公募要領をご確認のうえ、応募検討お願いします。

3 追加フードトラック

質問事項
法人の場合の納税証明書について
　都道府県は大阪府のみでよろしいでしょうか。（弊社の商業施設が他に、兵庫、京都、奈良、和歌山にご
ざいます）
　市町村税は大阪市のみでよろしいでしょうか。（弊社の商業施設が他に多数ございます）

税金の未納がないことが証明できる書類であれば問題ございません。
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